
別紙１－２ 

●対象区間地図（２０１６年２月１日時点）     

 

 

【ＣＥＰのご注意】 

○ＣＥＰは、周遊エリア内（オレンジ色の実線で記載）にあるＩＣから乗って、周遊エリア内のＩＣで

降りた走行のみ適用されます。 

 ○周遊エリア外の有料道路を走行することも出来ますが、以下の場合はＣＥＰが適用されないことから、

レンタカーを返却する際に、ＣＥＰが適用されなかった区間の料金をお支払いください。この場合、

周遊エリア内の一部を走行したか否かに関わらず、当該利用全体について適用対象外とします。 

一 周遊エリア内から乗って、周遊エリア外で降りた場合 

二 周遊エリア外から乗って、周遊エリア内で降りた場合 

三 周遊エリア外から乗って、周遊エリア外で降りた場合 

四 あらかじめ登録された期間外の利用 

 
 
 
 


